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政治資金規正法の制裁強化を求める意見書 

吉川市議会会議規則第１３条の規定により、上記意見書を別紙のとおり提出する。 
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政治資金規正法の制裁強化を求める意見書 

 

政治資金をめぐる国会議員らの不祥事が発覚するたびに再発防止策が議論され、収支の

公開方法や献金規制の強化などの政治資金規正法改正が繰り返されてきた。しかし、本年

１月、政治資金規正法違反で現職国会議員を含む秘書らが逮捕される事件が再び起き、極

めて遺憾なことである。 

国民の政治不信を招く「政治とカネ」の問題を断ち切るために、再発防止に向けた法整

備にしっかり取り組むことが強く求められている。特に、「秘書が勝手にやったことで自分

は知らない」と、議員自らが責任をとろうとせず、会計責任者が不正行為を働いた場合に

は監督責任のある政治家が責任を取る具体的な仕組みを作る必要がある。 

現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について

「相当の注意を怠ったときは、５０万円以下の罰金に処する」と規定されているが、実際

に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選

ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、実効性に欠けると言わざる

を得ない。 

従って、会計責任者の「選任及び監督」を「選任又は監督」に変更し、政治団体の代表

者が会計責任者の監督についてだけでも「相当の注意」を怠れば、罰金刑を科せられる仕

組みに改めるべきである。 

政府におかれては、より一層の制裁強化を図るため、秘書などの会計責任者が違法行為

を犯した場合に、監督責任のある国会議員の公民権（選挙権や被選挙権）を停止する政治

資金規正法改正案の今国会での成立を強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出します。 
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